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１．計画の根拠
「障害者基本法」第１１条第２項の規定に基
づき都道府県が策定する、障害者の状況等を
踏まえた、障害者のための施策に関する基本
的な計画

障害者基本法 第１１条
２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県
における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のため
の施策に関する基本的な計画（以下「都道府県障害者計画」という。）
を策定しなければならない。







２．奈良県障害者計画の概要（現行）
第１部 計画の基本

【目標】
「障害のある人一人ひとりの思いを実現できる奈良県」

１．計画の目標

２．施策推進の基本的な考え方

【施策推進の基本的な考え方】
Ⅰ 障害のある人に寄り添った生活全般にわたる支援
Ⅱ ライフステージを通した切れ目のない支援
Ⅲ 社会参加の促進による自己実現のための支援

３．計画の期間と位置づけ
○計画期間：令和２年度から令和６年度（５年間）

○「障害者基本法」に基づく「都道府県障害者計画」と「障害者総合支援法」に基づく
「都道府県障害福祉計画」及び「児童福祉法」に基づく「都道府県障害児福祉計画」を
一体的に策定。



（ⅰ）理　　　解 １．障害のある⼈への理解の促進
（１）障害者理解の促進　（２）⾏政機関における配慮

施策８分野 施策の柱（１９施策）

（ⅱ）相　　　談 １．日常生活全般の相談
（１）相談支援ネットワークの構築

２．差別の解消及び権利擁護の推進
（１）障害を理由とする差別の解消及び虐待の防⽌の推進　（２）権利擁護の推進

（１）サービス等利⽤計画の質の向上

（ⅲ）生活支援 １．障害福祉サービスの充実
（１）在宅サービス等の充実　（２）福祉⼈材等の確保・育成

２．障害特性等に応じた相談
（１）相談機能の充実
３．障害福祉サービスの利⽤に関する相談

２．ネットワークの強化
（１）支援ネットワークの形成

第２部 施策体系と施策の方向等



２．バリアフリーの推進
（１）障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進

（ⅳ）生活環境 １．住まいの確保（１）グループホームの充実等による住まいの確保　（２）施設入所を必要とする人への支援
施策８分野 施策の柱（１９施策）

（ⅴ）保健・医療 １．保健・医療の充実
（１）医療と福祉の連携の強化　等

３．防犯対策の推進及び消費者被害の防止
（１）防犯対策の推進　（２）消費者被害の防止
４．災害時における支援の充実
（１）災害時における支援の充実

２．療育の推進
（１）早期発⾒　（２）地域療育体制の充実



（ⅵ）教　　　育 １．特別支援教育の充実
（１）インクルーシブ教育の充実　（２）進路指導の充実

施策８分野 施策の柱（１９施策）

（ⅷ）社会参加 １．情報アクセシビリティの推進
（１）意思疎通支援の充実　（２）情報保障の充実

（ⅶ）就　　　労 １．雇用の促進
（１）職場実習の促進　（２）障害者雇用の促進
２．就労の継続
（１）総合的な就労支援

２．スポーツ・文化芸術活動等の充実
（１）スポーツ活動の充実　（２）文化芸術活動等の充実

３．福祉的就労への支援
（１）福祉的就労の場の確保　（２）優先調達の推進と工賃の向上



３．関連条例

奈良県障害のある人及びその家族等に生涯にわたり
つながり続ける障害福祉の推進に関する条例

（令和５年４月施行）



障害のある人一人ひとりの思いの実現、障害のある人が希望する暮らし・人生の実
現を目指し、障害福祉施策の推進・充実による障害のある人とその家族等を支える
体制の強化に加え、困りごと・ニーズを把握し、それらを解決していくため、市町
村や関係機関等と連携し、障害のある人や家族等に、生涯にわたって、寄り添いつ
ながり続けながら包括的に支援する体制の構築を行い、もって、

・障害のある人が、生涯にわたり、地域社会において人々と関わり合いながら、自
らの意思に基づいて自分の生き方を決定し、自分らしく豊かに生きることができる
社会
・全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、
安心して幸せに暮らすことができる社会

を実現する。

条例の概要



住 民

障害のある人の家族等
障害があることに気づかれないまま、生きづらさを抱えた人
障害があることに起因する困りごとを抱えた人 アウ

ト
リー
チ

解 決

支援体制
困 り ご と を 抱 え る 障 害 の あ る 人 及 び そ の 家 族 等 に 寄 り 添 い “ 伴 走 ” す る 意 識

○ 既存の福祉制度の活用○ 相談による支援○ 既存の制度で足りない部分について、全国での適用を念頭に新たな制度の創設や、既存制度の運用改善を積極的に国に提案○ 国の制度を補完する地方独自の解決策を検討

Ａ ＥＢ Ｃ Ｄ

相談支援包括化セクション

(行政機関・基幹相談支援センター等)

保健師社会福祉協議会職員行政の職員

・
・
・

民生・児童委員
相談支援員（相談支援事業所、障害者就業・生活支援センター等）
学校の教員

一次接触者

情報を伝達
情報を収集

地域ケアカンファレンス

行政機関の窓口 つなぐ つなぐ
近隣住民・自治会長

奈良県自立支援協議会（広域的・専門的課題の解決）

福祉サービス事業所 就労支援機関行政機関社会福祉協議会
保健医療機関企業

当事者団体 教育機関

奈良県障害者総合支援センター人材育成相談支援連絡調整圏域マネージャー(奈良県障害者総合相談圏域支援事業) 伴走型支援者との連絡調整

助言支援

助言
伴走型支援者

市町村自立支援協議会（地域課題の解決）
相談

・
・
・
・ 相談
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４．改定に向けたスケジュール
○関係団体や施策推進協議会から意見もいただきながら、計画的に策定。


